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13 流通・サービス業関係 
ア 医薬品等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①医薬品のカ

タログ販売

における範

囲の見直し 

（厚生労働省） 

近年のインターネットによる取引の急速な発

展にかんがみ、カタログ販売の可能な医薬品の範

囲を拡大することにより消費者利便の向上を図

る観点から、現時点において薬局等で販売されて

いる医薬品について、カタログ販売が可能な医薬

品の範囲に追加できるものがあるか否かについ

て、これまでの基準に従い、改めて検討する。 

（第164回国会に関係法案提出） 

改定・流

通ア① 

 法案提

出 

法案成

立、公

布、施行

（公布

後３年

以内） 

②医薬品の一

般小売店に

おける販売 

（厚生労働省） 

<医療カ⑭ｂの 

再掲> 

厚生労働省内に設置された「医薬品のうち安全

上特に問題がないものの選定に関する検討会」に

おける検討結果を受け、この度決定された約350

品目の医薬品については、薬効成分を変えること

なく、医薬部外品として一般小売店での販売を認

める措置を直ちに講ずる。 

【平成16年政令第232号、平成16年厚生労働省令

第114号、平成16年厚生労働省告示第285号等】 

改定・流

通ア② 

措置済

(７月) 

  

③化粧品の配

合可能成分

リスト（ポジ

ティブリス

ト）の見直し 

（厚生労働省） 

化粧品の製造・輸入販売の規制方法について、

更なる国際整合化を目指し、科学的根拠が示され

た場合には、配合可能成分リスト（ポジティブリ

スト）の見直しを図る。 

改定・流

通ア③ 

逐次実施 

④薬局等にお

ける薬剤師

の配置義務

の総合的検

討 

（厚生労働省） 

薬局等における医薬品の販売の実態について

調査分析し、そのデータを公表した上、薬事法上

の薬剤師の配置義務と実態とが乖離している場

合にはその改善のためどのような措置を講ずる

べきか、必要な対策を総合的に検討して所要の措

置を講ずる。 

（第164回国会に関係法案提出） 

改定・流

通ア④ 

 法案提

出 

法案成

立、公

布、施行

（公布

後３年

以内） 



- 361 - - 361 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

⑤管理薬剤師

の兼務規制

の見直し 

（厚生労働省） 

薬局等における管理薬剤師の兼務規制の在り

方については、勤務の実態、双方向通信等新しい

技術の活用状況等を踏まえ、見直しを検討して所

要の措置を講ずる。 

改定・流

通ア⑤ 

 法案提

出 

法案成

立、公

布、施行

（公布

後３年

以内） 

 
イ 大規模小売店舗立地法 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①大規模小売

店舗立地法

の指針の見

直し 

（経済産業省） 

大店立地法第４条に基づき定められ、設置者が

配慮すべき基本的な事項や、駐車需要の充足、騒

音の発生への対応等の店舗施設の配置及び運営

方法に関して配慮すべき具体的な事項を内容と

する「指針」については、産業構造審議会・中小

企業政策審議会の中間答申（平成11年５月）を踏

まえ、大店立地法の施行後５年以内（平成17年６

月１日まで）に必要な見直しを行うこととしてい

るが、既に策定後３年以上、法施行後２年以上を

経過し、本法の施行状況に対する評価もより明確

になりつつあるため、本「指針」について、平成

16年度中を目途とする見直しに向けた調査等を

早急に行う。 

【「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事

項に関する指針」の改正(平成17年経済産業省

告示)】 

改定・流

通イ① 

措置済

(３月) 

  

②イベント都

度の店舗面

積の増加等

を容易にす

るための大

規模小売店

舗立地法に

基づく事前

一括変更届

出が可能で

イベント等で店舗面積を増加することが予め

見込まれる場合に、見込まれる最大限の増加分を

予め届け出ておけば、イベント等の都度届け出な

くてよい、という運用が可能であることを都道府

県等に周知・徹底する。【大規模小売店舗立地

法についての質問及び回答集〔第３版：改

定指針対応版〕を法運用主体（都道府県・政令

指定都市）に配布】 

改定・流

通イ② 

 措置済  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

あることの

明確化 

（経済産業省） 

③駐車場での

イベント都

度の駐車場

台数の一時

的減少を容

易にするた

めの大規模

小売店舗立

地法に基づ

く事前一括

変更届出が

可能である

ことの明確

化 

（経済産業省） 

イベント等で駐車場を利用することが予め見

込まれる場合に、同じ駐車台数の臨時駐車場を予

め届け出ておけばイベント等の都度届け出なく

てよいという運用が可能であることを都道府県

等に周知・徹底する。【大規模小売店舗立地法

についての質問及び回答集〔第３版：改定

指針対応版〕を法運用主体（都道府県・政令指

定都市）に配布】 

改定・流

通イ③ 

 措置済  

 
ウ その他 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

①小売市場

開設許可 

（経済産業

省） 

小売商業調整特別措置法に基づく小売市場開設の許

可除外規定について、需給調整的に用いないようにす

るとともに、ディベロッパー等の不当な搾取から小売

商を保護するという制度の妥当性について再検討し、

当該規定を廃止する方向で措置する。 

改定・流

通ウ① 

 

引き続き検討 

②大型店舗

酒類小売

業に係る

販売規制

の緩和 

（財務省） 

大型店舗酒類小売業免許について、一般酒類小売業

免許への統合により販売制限の特例措置等を廃止する

こと等を内容とした「酒税法及び酒類行政関係法令等

解釈通達の一部改正（案）」のパブリックコメントの結

果を踏まえ、所要の措置を講ずる。 

別 表 ２

－26〔改

定・流通

ウ②〕 

 検討・

結論 

措置 

③酒類小売

業者の経

営の改善

酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法に

基づいて提出された経営改善計画について、酒類小売

業者の計画の進捗状況を把握するとともに、適切な指

改定・流

通ウ③ 

措置済

（ ４

月） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

等に関す

る緊急措

置法に係

る経営改

善計画の

透明性・公

平性の確

保 

（財務省） 

導等を検討し、措置する。 

【経営改善計画の進捗状況の把握及び適切な支援の実

施等について（平成16年４月20日付課酒1－29ほか１課

共同 国税庁長官通達）】 

④製造たば

こ小売業

許可に係

る環境区

分の認定

状況の公

表 

（財務省） 

製造たばこ小売販売業の新規許可に係る環境区分の

認定状況について公表することを検討し、措置する。 

【「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の一部改

正】 

改定・流

通 ウ イ

④⑤ 

措置済

(３月) 

  

⑤細菌の基

準の統一 

（厚生労働

省） 

都道府県等が独自に定めている衛生基準（指導を行

う際の目安となる指導基準）について、都道府県等の

指導等の現状を調査し、措置内容を検討の上、所要の

措置を行う。 

【各都道府県等が定める衛生基準について(平成17年

３月14日付け食安監発第0314003号監視安全課長通

知)】 

改定・流

通 ウ イ

⑤⑥ 

措置済

(３月) 

  

⑥「コンビニ

エンス・ス

トア」の営

業許可に

係る施設

基準に関

する要望

内容の周

知 

（厚生労働

省） 

いわゆる「コンビニエンス・ストア」の軽微な調理

施設について営業許可を取得する際の施設基準及びそ

の運用に係る要望内容を、各都道府県等に周知する。

【平成１７年度全国食品監視担当者会議の開催につい

て（平成17年７月１日付食安監発第号0701002厚生労働
省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知）】 

改定・流

通ウ⑥ 

 措置済  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

⑦コンビニ

エンスス

トアの飲

食店営業

許可に係

る施設基

準の明確

化 

（厚生労働

省） 

各都道府県が条例で定める飲食店営業の許可に係る

施設基準について、都道府県、関係業界団体、学識経

験者等から意見を徴収し、検討した上で必要であれば、

都道府県が条例の改正を行う際の参考となるガイドラ

インを作成し全国に周知を図る。 

別 表 １

－14 

  措置 

⑧中小企業

の再生支

援のため

の産業活

力再生特

別措置法

の支援措

置の活用

に当たっ

ての要件

の弾力化 

（経済産業

省） 

中小企業の再生を支援する観点から、中小企業が産

業活力再生特別措置法の各種支援措置を活用しやすく

するため、同法の認定基準のひとつである財務健全化

基準の要件を弾力化する。 

【「財務健全性基準については、１０倍基準を原則とす

るが、業態特性や固有の事情等を勘案することとし、

柔軟性を確保するものとする。」という基本指針の内容

の趣旨を徹底する旨の通達（平成16・11・25経局第１

号）発出】 

改定・流

通ウ⑦ 

措置済

(11月) 

  

⑨地方自治

体のコン

ビニエン

スストア

本部およ

び店舗の

立ち入り

検査の弾

力化 

（総務省） 

地方自治体の徴収する地方税の収納委託を受けるコ

ンビニエンスストアへの立ち入り検査については、予

め検査方法等について双方合意のうえで定めておくな

ど、円滑な検査の実施に努めるよう、各地方自治体に

対し、周知する。 

 

改定・流

通ウ⑧ 

 措置済  

⑩通信販売

酒類小売

業免許の

通信販売酒類小売業免許において取り扱うことがで

きる酒類の対象品目について、課税移出数量の条件の

緩和等を内容とした「酒税法及び酒類行政関係法令等

別 表 ２

－25 

  措置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

改定計画等と

の関係 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

規制緩和 

（財務省） 

解釈通達の一部改正（案）」のパブリックコメントの結

果を踏まえ、所要の措置を講ずる。 

⑪コップ販

売式自動

販売機に

て取扱い

可能な容

器に関す

る周知徹

底 

（厚生労働

省） 

コップ販売式自動販売機で清涼飲料水を販売する際

には、専用のコップ以外の容器も使用が可能となって

いるところであるが、その中には、水筒、魔法瓶、PET

ボトル等も含まれる旨、改めて、都道府県等に対し周

知徹底を図る。 

【コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲料

水等を販売する際に使用する容器について(平成18年

１月24日付食安基発第号0124001,食安監発第号

0124001課長通知）】 

別 表 １

－15 

 措置済  

⑫工場での

油のふき

取り作業

に使用さ

れた布の

洗浄につ

いてのク

リーニン

グ業法上

の取扱い

の明確化 

( 厚生労働

省） 

工場での油のふき取り作業に使用された布の洗浄に

ついては、クリーニング業法の適用がない旨の通知を

都道府県等に発出する。 

 

【工場等における油のふき取り作業に使用された布の

洗浄等を行う事業についてのクリーニング業法の適用

について(平成18年３月24日付健衛発第0301001号 課

長通知）】 

別 表 ４

－978 

 措置済  

⑬しょうち

ゅう乙類

製造免許

の要件緩

和 

(財務省） 

地域特産品である米、麦、さつまいも又はそばを主

原料としてしょうちゅう乙類を製造しようとする場合

には、年間製造数量を100kl以下とするなど一定の要件

の下で免許を付与することとする。 

【「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改

正について（法令解釈通達）」（平成18年１月23日課

酒１－５）】 

別 表 ６

－716 

 措置済  
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